
様式第１５号 

業 務 従 事 先 変 更 届 

    年  月  日 

  社会福祉法人大阪府社会福祉協議会会長 様 

＜本人記入欄＞ 

修学生番号  

住 所 
〒   ―     

電話  （     ） 

フ リ ガ ナ  

氏 名     

変
更
前 

 

業
務
従
事
先 

施設名又は 

事業所名 
 

退職年月日 20   年   月   日 

 

次のとおり、業務従事先を変更しましたので届け出ます。 

＜太枠内：新しい雇用先記入欄 ※業務従事内容を記入＞ 

変
更
後 
業
務
従
事
先 

所在地及び 

電話番号 

〒   ―     

電話   （     ） 

施設名又は 

事業所名 
 

実施事業の 

種別記号 

※裏面参照 

 

職  種 

※いずれかに☑ 

□ 保育士 

□ 保育教諭 

従事形態 

※いずれかに☑ 

□ 常勤 

□ 非常勤 

就職年月日 20   年   月   日 

 

新しい業務従事先について、上記のとおり相違ないことを証明します。 

         ＜新しい雇用先記入欄＞ 

    年   月   日 

雇用先の法人・会社名                               

 

責任者の役職名及び氏名                           社判 

 

担当者名                  連絡先                 

お問合せ先：大阪福祉人材支援センター 電話06-6776-2943 

 



（実施事業の種別記号） 

ア 児童福祉法第６条の２の２第２項に規定する「児童発達支援センターその他の厚生労働省令

で定める施設」、同条第４項に規定する「児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定め

る施設」、第７条に規定する「児童福祉施設（保育所を含む）」、同法第１２条の４に規定する

「児童を一時保護する施設」及び同法第１８条の６に規定する「指定保育士養成施設」 

イ 学校教育法（昭和22 年法律第26 号）第１条に規定する「幼稚園」のうち次に掲げるもの 

・ 教育時間の終了後等に行う教育活動（預かり保育）を常時実施している施設 

・ ウに定める「認定こども園」への移行を予定している施設 

ウ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18 年法律第

77 号）第２条第６項に規定する「認定こども園」 

エ 児童福祉法第６条の３第９項から第１２項までに規定する事業であって、同法第３４条の１

５第１項の規定により市町村が行うもの及び同条第２項の規定による認可を受けたもの 

オ 児童福祉法第６条の３第１３項に規定する「病児保育事業」であって、同法第３４条の１８

第１項の規定による届出を行ったもの 

カ 児童福祉法第６条の３第２項に規定する「放課後児童健全育成事業」であって、同法第３４

条の８第１項の規定により市町村が行うもの及び同条第２項の規定による届出を行ったもの 

キ 児童福祉法第６条の３第７項に規定する「一時預かり事業」であって、同法第３４条の１２

第１項の規定による届出を行ったもの 

ク 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第３０条第１項第４号に規定する離島そ

の他の地域において特例保育を実施する施設 

ケ 児童福祉法第６条の３第９項から第１２項までに規定する業務又は第３９条第１項に規定す

る業務を目的とする施設であって法第３４条の１５第２項、第３５条第４項の認可又は認定

こども園法第１７条第１項の認可を受けていないもの（認可外保育施設）のうち、次に掲げ

るもの 

ⅰ）法第５９条の２の規定により届出をした施設 

ⅱ）ⅰ）に掲げるもののほか、都道府県等が事業の届出をするものと定めた施設であって、当

該届出をした施設 

ⅲ）雇用保険法施行規則（昭和５０年労働省令第３号）第１１６条に定める事業所内保育施設

設置・運営等支援助成金の助成を受けている施設 

ⅳ）「看護職員確保対策事業等の実施について（平成22 年3 月24 日医政発0324 第21 号）」

に定める病院内保育所運営事業の助成を受けている施設 

ⅴ）国、都道府県又は市町村が設置する児童福祉法第６条の３第９項から第１２項までに規定

する業務又は法第３９条第１項に規定する業務を目的とする施設 

コ 子ども・子育て支援法第５９条の２第１項に規定する仕事・子育て両立支援事業のうち、「平

成２８年度企業主導型保育事業の実施について」の別紙「平成２８年度企業主導型保育事業

費補助金実施要綱」の第２に定める企業主導型保育事業 

 


